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埋蔵鉱量統計の指定の解除に係る公示の概要について 

 

 

１ 公示の概要 

埋蔵鉱量統計は、統計法（平成 19年法律第 53号）第２条第４項第３号の規定に基づく基

幹統計として、日本国内において埋蔵されている鉱物（石炭、亜鉛、石油、アスファルト及

び可燃性天然ガスを除く。）の実態を明らかにすることを目的として作成されてきた。 

この度、基幹統計として指定されている埋蔵鉱量統計の指定を解除することについて、経

済産業大臣への協議及び統計委員会の意見聴取を行ったところ、経済産業大臣からは解除に

異議のない旨の回答を、統計委員会からは解除して差し支えない旨の答申を得たことから、

その指定を解除することとなった。 

本告示は、以上について統計法第７条第３項において準用する同条第２項の規定に基づい

て公示するものである。 

 

２ 今後のスケジュール（予定） 

  パブリックコメント：２月２日（土）～３月３日（日） 

 公 示 日：３月中旬 

 施 行 日：公示日と同日に施行 


